
４－３．市町村保健センターと利用者支援事業（基本型）の
連携により実施
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（事業イメージ） 市町村が設置した保健センターの保健師と利用者支援事業（基本型）のコーディネー
ターが、緊密に連携して実施する方法
※コーディネーターの研修、スーパーバイズ、システム改修など従来の市町村保健センターの取
組みに付加する機能について、利用者支援事業（母子保健型）を活用し、充実・強化することも
想定

（実施例） 堺市、浦安市（利用者支援事業（特定型）との連携）など

妊産婦等

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

助言・指導

【妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の実施】

連携

相 談

子育て世代包括支援センター

基本型

連
携

保健センター

妊婦健診 乳児家庭
全戸訪問
事業両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

産後ケア事業（心身のケアや育児サポート等）

産前・産後サポート事業（子育て経験者等の「相談しやすい話し相手」等による相談支援）

定期健診 予防接種 養子縁組

・子育て支援機関
（保育所・地域子育て
支援拠点事業等）

・医療機関
（産科・小児科等）
・保健所
・児童相談所 等

関係機関

子育て支援策

・保育所

・地域子育て支援拠点事業

・里親 ・乳児院

・その他子育て支援策



４－４．利用者支援事業（母子保健型）又は市町村保健セ
ンターを中心に実施
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（事業イメージ） 同一市町村において、利用者支援事業（母子保健型）のみ実施。利用者支援事業（基
本型）の機能は、「母子保健コーディネーター自体が担う」「隣接市町村の利用者支援
事業（基本型）のコーディネーターと緊密に連携して実施する」「その他の敷居の低い
相談支援で対応する」などにより対応する方法。＊利用者支援事業（母子保健型）の実施の
代わりに、市町村が設置した保健センターの保健師がコーディネーターとなることも考えられる。

（実施例） 名張市（利用者支援事業（母子保健型）を中心に、サテライトや住民組織の担う子育て支援と連携し実施）など
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